
新潟市健幸すまいリフォーム助成事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，子どもを安心して産み育てられ，高齢者等が健康で幸せに暮らせる住環

境を創出することを目的として，既存住宅のバリアフリー化，子育て対応リフォーム又は温

熱環境改善リフォーム並びにそれに併せて行う居住環境又は住宅機能の維持又は向上のた

めの住宅リフォーム工事を行う者に対し，その費用の一部を補助する新潟市健幸すまいリフ

ォーム助成事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し，新潟市補助金等交付規則

（平成１６年新潟市規則第１９号）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

（１） 住宅  本市の区域内（以下「市内」という。）に現に存する専ら居住の用に供す

る建築物又は建築物の部分（過去に人の使用に供されたことのないものを除く。）で，次

のいずれかに該当するものをいう。 

ア 一戸建て住宅（店舗，事務所，作業場その他居住の用に供する部分以外の部分がある

建築物で，床面積の過半が居住の用に供されているもの（以下「併用住宅」という。）

及び定住を目的として取得したものを含む。） 

イ 独立型二世帯住宅（内部で直接行き来ができない間仕切り壁により構造上区分され，

独立して居住の用に供している部分（以下「住戸」という。）の数が２である建築物で

あり，かつ，それらの住戸に居住している世帯が第５号に定めるところの子育て世帯及

び当該子育て世帯における子どもの祖父母が属する世帯（以下「親世帯」という。）で

あるものに限る。） 

ウ 共同住宅，長屋その他集合住宅の住戸内部分（店舗，事務所，作業場その他居住の用



に供する部分以外の部分がある住戸で，床面積の過半が居住の用に供されているもの

（以下「併用住戸」という。）を含む。） 

（２） 子ども部屋  補助対象工事後の住宅における，壁，建具等で区画された室で，当

該住宅に居住する中学生以下の子どもが主として使用するためのものをいう。 

（３） 基本工事  次のいずれかに該当する工事（使用する機器及び材料は未使用品とし，

一の工事に係る材料と施工を，同一の事業者に発注するものに限る。） 

ア 自ら居住する者又は居住する予定の者にとっての，住宅（一戸建て住宅及び独立型二

世帯住宅にあってはその存する敷地環境を含む。以下この号において同じ。）における

バリア（日常生活における移動又は動作の支障となる物理的な障害をいう。）を改善又

は解消するために行うバリアフリーリフォーム工事（別表第１に定めるものに限る。） 

イ 自ら居住又は居住を予定している住宅で行う子育て対応リフォーム工事（別表第２に

定めるものに限る。） 

ウ 自ら居住又は居住を予定している住宅で行う温熱環境改善リフォーム工事（別表第３

に定めるものに限る。） 

（４） プラス工事  居住環境又は住宅機能の維持又は向上を図るために住宅の居住の用

に供する部分において基本工事と併せて行う住宅リフォーム工事（住宅の床面積の２分の

１を超えない範囲の一部改築，一部増築又は一部減築を含む。）をいう。 

（５） 子育て世帯  中学生以下の子どもがいる世帯，又は妊娠している者がいる世帯を

いう。 

（６） 高齢者世帯  補助金交付申請時点において６０歳以上である者がいる世帯をいう。 

（７） 一般世帯  前２号に掲げる世帯以外をいう。 

（８） 補助対象世帯  前３号に掲げる世帯をいう。 



（補助金の交付対象） 

第３条 この要綱において補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，

基本工事又は基本工事及びプラス工事（以下「対象工事」という。）を行うもので，当該工

事に係る補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）の合計が１０万

円以上である事業とする。 

２ 補助金の交付の対象となる者は，次に掲げるすべての要件に該当する者とする。 

（１） 補助対象世帯に属する者で，本市に住民登録を行っている又は第１０条に規定する

実績報告書の提出までに行う予定であること。 

（２） 自ら居住する住宅又は第１０条に規定する実績報告書の提出までに居住する予定の

住宅において，市内に本社，本店，支店若しくは営業所を有する法人（工事見積書の内訳

証明書（別記様式第１号の２）及び領収書において市内の住所が確認できるものに限る。）

又は市内に住所を有する個人事業主に対象工事を発注し，行う個人であること。 

（３） 世帯を同一にする者を含め，次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）  

イ 自己，その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって，暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。）又は暴力団員を利用している者  

ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し，又は便宜を供与するなど直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与している者 

エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

（４） 対象工事を行う住宅の申請者以外の所有者から，補助事業の実施について承諾を受

けていること。 



（５） 過去に補助金，子育て・高齢者支援健幸すまいリフォーム助成事業補助金，空き家

活用リフォーム推進事業補助金，又はＵＩＪ支援にいがたすまいリフォーム助成事業補助

金の交付を受けていないこと 

（６） 高齢者向け住宅リフォーム助成事業の助成対象とする世帯の要件に該当しない者

（７） 市税を完納していること。 

（８） 補助金の交付の決定を受けた後に対象工事に着手するものであって，当該交付決定

を受けた年度の３月１５日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日，日曜日又は土曜日（以下「休日等」という。）に当たる場合は，そ

の日前においてその日に最も近い休日等でない日）までに，第１０条に規定する実績報告

書を提出できること。 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は，対象工事に係る経費とする。ただし，次の各号に掲げるものに係る

経費，消費税及び地方消費税相当額を除く。 

（１） 土地の購入及び工事中の仮住居に係るもの 

（２） 家具（カーテン及びブラインドを含み，造り付けのものを除く。）及び照明器具，

並びに基本工事の対象となるものを除く電化製品（エアコンを含む。）及び暖房器具等の

備品に係るもの 

（３） 電信，電話及び通信等設備に係るもの（建物内の工事に係るものを除く） 

（４） 併用住宅又は併用住戸にあっては，居住の用に供する部分以外の部分に係るもの 

（５） 外構（基本工事の対象となるものを除く。），植栽及び居住の用に供さない別棟の

建築物に係るもの 

（６） 下水道接続及び浄化槽設置に係るもの 



（７） 太陽光発電システム，家庭用燃料電池及びペレットストーブの設置に係るもの 

（８） 市の他の助成事業の補助金交付を受けている又は受ける予定のもの 

（９） その他補助の対象として市長が不適当と認めるもの 

２ 併用住宅において，屋根又は外壁などの住宅リフォーム工事で，居住の用に供する部分と

それ以外の部分を明確に区分せずに併せて行う住宅リフォーム工事（以下「併用共通工事」

という。）に係る補助対象経費を算定する場合においては，居住の用に供している部分の床

面積を建築物全体の床面積で除して得た値に，併用共通工事に係る費用の合計額を乗じて得

た額を補助対象経費とする。 

３ 独立型二世帯住宅において，屋根又は外壁などの住宅リフォーム工事で，それぞれの住戸

に共通する部分を明確に区分せずに併せて行う住宅リフォーム工事（以下「二世帯共通工事」

という。）に係る補助対象経費を算定する場合においては，補助金の交付の申請に係る住戸

の床面積を建築物全体の床面積で除して得た値に，二世帯共通工事に係る費用の合計額を乗

じて得た額を補助対象経費とする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は，別表第４に定めるとおりとする。 

２ 補助金，子育て・高齢者支援健幸すまいリフォーム助成事業補助金，空き家活用リフォー

ム推進事業補助金及びＵＩＪ支援にいがたすまいリフォーム助成事業の交付は，一の住宅に

つきいずれか１回を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 申請者は，補助金交付申請書（別記様式第１号）に，次に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

（１） 対象工事に係る工事見積書の内訳証明書（別記様式第１号の２） 

（２） 対象工事を行う住宅の全景写真（申請日前２週間以内に撮影されたものに限る。） 



（３） 子育て世帯である場合は当該世帯であることが確認できる住民票の写し（申請日前

６ヶ月以内に発行されたものに限る。）又は当該世帯の住民基本台帳の情報を市が閲覧す

ることについての同意書。ただし，妊娠している者がいる子育て世帯である場合は母子健

康手帳の写し（親の名前及び住所が分かるもの）に替えることができる。 

（４） 高齢者世帯又は一般世帯である場合は当該世帯であることが確認できる住民票の写

し（申請日前６ヶ月以内に発行されたものに限る。）又は当該世帯の住民基本台帳の情報

を市が閲覧することについての同意書 

（５） 居住の用に供する部分の床面積及びそれ以外の部分の床面積が確認できる図面（併

用住宅又は併用住戸の場合に限る。） 

（６） 一部増築，一部改築又は一部減築の工事がある場合においては，当該工事に係る部

分の床面積及び既存部分の床面積が確認できる図面 

（７） 独立型二世帯住宅である場合は，内部で直接行き来ができない間仕切り壁により構

造上区分され，独立して居住の用に供していること及び各住戸の床面積が確認できる図面

並びに当該住宅の要件に適合していることが確認できる住民票の写し（申請日前６ヶ月以

内に発行されたものに限る。）若しくは住民基本台帳の情報を市が閲覧することについて

の同意書（妊娠している者がいる世帯である場合は母子健康手帳の写し（親の名前及び住

所が分かるもの）に替えることができる。） 

（８） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は前項に定める申請者の決定方法及び交付申請の方法を別に定めることができる。 

（事務手続の代行） 

第７条 申請者は，補助金の申請に係る事務の手続きを第三者に代行させることができる。 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は，第６条の規定による申請を受理したときは，当該申請内容の審査及び必要に



応じて現地調査を行い，補助金の交付又は不交付を決定し，その旨を補助金交付（不交付）

決定通知書（別記様式第２号）により，当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。 

３ 市長は，補助金の交付を決定する場合において，補助金の交付の目的を達成するために必

要な条件を付すことができる。 

（補助事業の廃止） 

第９条 前条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は，当該交付決定を受けた補助事業を廃止しようとするときは，速やかに廃止承認申請書（別

記様式第３号）を市長に提出し，その承認を受けなければならない。 

２ 市長は前項の規定による申請を受理したときは，当該申請の内容を審査し，その廃止を承

認したときは当該承認に係る補助金の交付の決定を取り消し，その旨を廃止承認・交付決定

取消通知書（別記様式第４号）により補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は，補助事業の完了後速やかに，実績報告書（別記様式第５号）に次に

掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１） 対象工事に要した費用の領収書の写し 

（２） 対象工事が行われた箇所の工事前および工事後の状況が確認できる写真（工事前写

真は申請日から２週間前の日付以降に撮影されたものに限る。） 

（３） 対象工事を行った住宅に居住する予定であった申請の場合又は補助対象世帯に該当

する予定であった申請の場合は，それぞれ当該住宅に居住していること若しくは補助対象

世帯に該当していることが確認できる住民票の写し又は当該住宅に居住している申請者

若しくは当該補助対象世帯の住民基本台帳の情報を市が閲覧することについての同意書 

（４） 交付決定を受けた補助事業の内容を変更した場合は，当該変更の内容が確認できる



書類 

（５） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付） 

第１１条 市長は，前条の規定による実績報告を受理したときは，当該報告内容の審査及び必

要に応じて現地調査を行い，適当と認めたときは交付決定をした額の範囲内において補助金

の額を確定し，その旨を補助金確定通知書（別記様式第６号）により補助事業者に通知し，

補助金を交付するものとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１２条 市長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，補助金の交

付の決定を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他の不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

（２） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（３） その他関係法令及びこの要綱の規定に違反したとき。 

２ 前項の規定は，交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。 

３ 市長は，第１項の規定による取消しをした場合は，補助金交付決定取消通知書（別記様式

第７号）により，補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は，前条第１項の規定による取消しをした場合において，当該取消しに係る部

分に関し既に補助金が交付されているときは，補助事業者に対し，補助金返還命令書（別記

様式第８号）により期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（関係書類の整備及び保存） 

第１４条 補助事業者は，当該補助事業における経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備



え，当該工事の完了した会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第１５条 補助事業者は，補助事業により取得し，又は効用の増加した不動産等の耐用年数を

勘案して適当な期間，善良なる管理者の注意をもって管理するとともに，市長の承認を受け

ないで補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸付け，又は担保にしてはな

らない。 

（協力） 

第１６条 市長は，補助事業者に対し，アンケート，調査その他の協力を求めることができる。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，市長が別に定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２４年５月１４日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は，平成３３年３月３１日限り，その効力を失う。 

３ 第１２条から第１６条の規定は，前項の規定にかかわらず，同項に規定する日後も，その

効力を有する。 

附 則 

（施行期日） 



１ この要綱は，平成２５年３月１５日から施行する。 

（補助金の交付対象の特例） 

２ 平成２５年３月２５日から平成２５年３月３１日までの補助金の交付申請については，第

２条第１項第４号中「中学生以下の子ども」を「平成２５年４月１日時点において中学生以

下である子ども」に，同項第９号ア中「前年度以降」を「平成２４年度以降」に読み替える

ものとする。 

３ 平成２５年３月２５日から平成２５年３月３１日までに第８条第１項の規定による補助

金の交付決定を受けたものについては，第３条第２項第７号中「当該交付決定を受けた年度

の」を「平成２６年」に読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２５年１０月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の第８条第１項の規定による補助金の交付決定を受けて

いるものについては，なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２６年３月１０日から施行する。 

（補助金の交付対象の特例） 

２ 平成２６年３月２４日から平成２６年３月３１日までの補助金の交付申請については，第

２条第１項第４号中「中学生以下の子ども」を「平成２６年４月１日時点において中学生以



下である子ども」に，同項第９号ア中「前年度以降」を「平成２５年度以降」に読み替える

ものとする。 

３ 平成２６年３月２４日から平成２６年３月３１日までに第８条第１項の規定による補助

金の交付決定を受けたものについては，第３条第２項第７号中「当該交付決定を受けた年度

の」を「平成２７年」に読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は，平成２６年７月２５日から施行する。ただし，第６条及び第１０条を改正する規

定については，平成２６年８月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は，平成２７年４月２４日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 



   附 則 

（施行期日） 

この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は，令和２年７月１５日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前第８条第１項の規定により補助金の交付の決定を受け，同

第１１条による補助金の交付を受けていないものは，改正後第８条第１項の規定による補助

金の交付決定を受けたものとみなす。なお、交付の決定日は従前の例による。 

３ この要綱の施行の際現にある改正前の別記様式第１号，同第１号の２，同第３号及び同第

５号による用紙については，当分の間，これを取り繕って使用することができる。 



別表第１（第２条関係） 

対象工事 要件 

手すりの設置 日常生活における移動や動作を安全又は容易にするため，新たに手す

りを設置する工事又は既に設置されている手すりよりも安全性若し

くは機能性が向上するものに取り替える工事であること 

段差の解消 

スロープの設置 

日常生活における移動や動作を安全又は容易にするため，障害となっ

ている段差を解消若しくは改善する工事又はスロープを設置する工

事であること 

床のノンスリップ化 日常生活における移動や動作を安全又は容易にするため，床を粗面又

は滑りにくい材料に改修する工事であること 

通路・開口部の拡幅

建具改修 

日常生活における移動や動作を安全又は容易にするため，通路・開口

部を拡幅する工事又は建具を拡幅若しくは改修する工事であること 

設備機器のバリアフ

リー化 

日常生活における移動や動作を安全又は容易にするため，次のいずれ

かに該当する工事であること 

ア エレベーター若しくは階段昇降機を新たに設置する工事又は既

存の設備機器よりも安全性若しくは機能性が向上するものに改修

する工事 

イ 既存の浴室又は浴槽を本表中第１項から第４項に掲げる要件の

いずれかに適合するものに改修する工事 

ウ 既存の和式便器を洋式便器に改修する工事 

その他のバリアフリ

ーリフォーム工事 

居住する者又は居住を予定する者の中に高齢者，障がい者，中学生以

下の子ども又は妊娠している者がいるなど，日常生活における移動や

動作を安全又は容易にするために特別な理由があると市長が認めるバ

リアフリーリフォーム工事であること 



別表第２（第２条関係） 

対象工事 要件 

子ども部屋の増築 子ども部屋を新設または拡張するために行う子ども部屋の増築工事

（住宅の床面積の２分の１を超えないものに限る）及びそれに関連す

る子ども部屋の整備のための工事であること。 

子ども部屋の改修 子ども部屋において行う，居住環境又は住宅機能の維持又は向上を図

るための住宅リフォーム工事であること。ただし，第２条第３号ウに

該当する工事を除く。 

その他の子どもの

事故防止工事 

住宅における，当該住宅に居住する中学生以下の子どもが使用する部

分で，子どもが当事者となる事故の防止又は被害の軽減をすることが

主たる目的の工事であること。 

ただし，次のいずれかに該当する工事を除く。 

ア 第２条第３号アに該当する工事 

イ 経年や使用に伴う破損又は劣化により事故の原因となりうる部

分を対象とした工事 

ウ 見守りなどソフトの対応を伴うことで事故の防止または被害の

軽減を図るもの 



別表第３（第２条関係） 

対象工事 要件 

開口部の断熱改修

工事 

外気に面した開口部において，改修後の熱貫流率が 4.65（W/m2･K）以

下になるよう行う次に掲げるいずれかに該当する工事であること。 

ア 内窓設置（既存の窓の内側に新たに窓を新設するもの及び既存の

内窓を取り除き，新たな内窓に交換するものをいう。） 

イ 外窓交換（既存の窓等を取り除き，新たに窓等を設置するものを

いう。） 

ウ ガラス交換（既存の窓等に入ったガラスを取り除き，新たなガラ

スに交換するものをいう。） 

外壁，屋根，天井又は

床の断熱改修工事 

外気に面する外壁，屋根，天井又は床のいずれかの部位全体に，熱伝

導率[W/(m･K)]が 0.052 以下のノンフロン製品である断熱材を用いる

工事であること。 

浴室又は脱衣室の

暖房機器設置工事 

浴室又は脱衣室に，新たに固定式の暖房機器を設置する工事であるこ

と。 



別表第４（第５条関係） 

世帯の種別及び基本工事種類の数 補助金の額 

子 育 て

世帯 

高 齢 者

世帯 

一 般 世

帯 

基本工事を 1 種類のみ

行う場合 

補助対象経費の１０分の１以内の額（この額が５万円

を超えるときは５万円以内の額）とする。この場合に

おいて，その額に１，０００円未満の端数が生じたと

きは，これを切り捨てるものとする。 

基本工事を 2 種類以上

行う場合 

補助対象経費の１０分の１以内の額（この額が１０万

円を超えるときは１０万円以内の額）とする。この場

合において，その額に１，０００円未満の端数が生じ

たときは，これを切り捨てるものとする。 



２０２０．７版 

別記様式第１号（第一面）（第６条関係） 

    年  月  日

（宛先）新潟市長

新潟市健幸すまいリフォーム助成事業 補助金交付申請書 

健幸すまいリフォーム助成事業補助金の交付を受けたいので，次のとおり申請します。なお，本

申請書及び添付書類に記載の事項は事実に相違ありません。

工 事 場 所 新潟市     区

居 住 の 種 別 □居住 □居住予定

世 帯 の 種 別 □子育て □高齢者 □一般

住 宅 の 種 別 □専用住宅 □併用住宅・併用住戸（面積の過半が居住の用に供されている）

住 宅 の 建 て 方 □一戸建住宅 □独立型二世帯住宅 □共同住宅・長屋等

補 助 対 象 経 費

（Ａ） ， ，
円

補 助 金 申 請 額 ，
０ ０ ０ 円

補助対象経費の 1/10 
（千円未満切り捨て）

基本工事 1 種類のみ 上限 5 万円 基本工事 2 種類以上 上限 10 万円

着手予定年月日     年   月   日

完了予定年月日     年   月   日

（申請者が，申請等事務手続きを代行者に委任する場合はご記入ください。）

下記の者を本申請に係る申請等事務手続きの代行者として委任します。

手

続

代

行

者

住 所
〒   －    

会 社 名

担当者名
ふ り が な

㊞ 電話番号

※申請書の押印はすべて朱肉印としてください。浸透印は認められません。

（申請者）

住  所

〒

ふ り が な

㊞
氏  名

電話番号



２０２０．７版 

別記様式第１号（第二面）（第６条関係）

＜ 補助対象要件に関する確認事項 ＞（各項目の該当する□に✔印を記入してください。）

確 認 項 目 確 認 欄

申請者及び工事を行う住宅はいずれも，過去に本事業，子育て・高齢者支援健幸す

まいリフォーム助成事業，空き家活用リフォーム推進事業，ＵＩＪ支援にいがた

すまいリフォーム助成事業の補助金交付を受けていません。また，受ける予定は

ありません。

はい

□
いいえ

□

高齢者向け住宅リフォーム助成事業の助成対象とする世帯に該当しません。
はい

□
いいえ

□

同じ見積もりの中に市の他の助成事業が含まれている場合は，本申請の

対象工事と市の他の助成事業の対象工事は重複していません。 該当なし

□
はい

□
いいえ

□
併用している助成事業名

本人及びその世帯員に暴力団員又は暴力団等と関係を有する者はいません。また，

必要に応じて，市が警察に照会する場合は，別途必要な書類の提出を行います。

はい

□
いいえ

□

市税に未納はありません。また，市長が必要と認めた場合は，別途必要

な書類を提出いたします。

該当なし

□
はい

□
いいえ

□

自ら居住している又は居住する予定の住宅において対象工事を行う個人です。
はい

□
いいえ

□

店舗，事務所その他居住の用に供する以外の部分がある場合（併用住宅・

併用住戸）は，床面積の過半以上が居住の用に供されています。

該当なし

□
はい

□
いいえ

□

申請者以外に対象工事を行う住宅の所有者がいる場合は，他の所有者か

ら補助事業の実施について承諾を受けています。

該当なし

□
はい

□
いいえ

□

交付決定を受けた後に対象工事に着手し，期限までに実績報告書を提出します。
はい

□
いいえ

□

要綱第１３条の規定により，交付決定の取消しに係る部分に関し既に交付された

補助金の返還を命じられた場合は，定められた期限までに返還します。

はい

□
いいえ

□

補助事業における経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え，当該工事の完

了した会計年度の終了後５年間保存します。

はい

□
いいえ

□

補助事業により取得し，又は効用の増加した不動産等の耐用年数を勘案して適当
な期間，善良なる管理者の注意をもって管理するとともに，市長の承認を受けな
いで補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸付け，又は担保にす
ることはありません。

はい

□
いいえ

□

市長が必要と認めた場合は，その求めに応じ，補助事業に係るアンケート，報告，

資料の提出，担当職員による現地調査等に協力します。

はい

□
いいえ

□

基本工事に係る機器及び材料は未使用品です。
はい

□
いいえ

□

（注）確認欄の「いいえ」に✔がある場合，補助対象要件に該当しないため，交付決定ができません。

＜独立型二世帯住宅に関する事項＞（該当する方のみ記入）

対象工事を行う二世帯住宅は内部で行き来が出来ない「独立型二世帯住宅」ですが、それぞれの

住戸に居住する（又は、実績報告までに居住する予定の）親世帯と子育て世帯には親子関係があ

ります。また，市長が必要と認めた場合は，別途必要な書類を提出いたします。 

親世帯の代表者                ㊞

子育て世帯の代表者              ㊞ 



２０２０．７版 

別記様式第１号（第三面）（第６条関係） 

基本工事に係る仕様書 

＜バリアフリーリフォーム工事＞

バリアフリーリフォーム工事

箇所名 工 事 概 要

□手すり設置（  箇所） □段差解消・ｽﾛｰﾌﾟ設置  □床ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

□通路・開口幅拡張    □設備機器のバリアフリー

□その他のバリアフリー（内容及び理由）

□手すり設置（  箇所） □段差解消・ｽﾛｰﾌﾟ設置  □床ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

□通路・開口幅拡張    □設備機器のバリアフリー

□その他のバリアフリー（内容及び理由）

□手すり設置（  箇所） □段差解消・ｽﾛｰﾌﾟ設置  □床ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

□通路・開口幅拡張    □設備機器のバリアフリー

□その他のバリアフリー（内容及び理由）

＜温熱環境改善リフォーム工事（窓等の断熱改修工事・外壁，屋根，天井又は床の断熱改修工事）＞

窓等の断熱改修

要件確認 □
外気に面した窓の工事で，

改修後の窓の熱貫流率[W/㎡･K]が 4.65 以下です。

室名（改修部分すべてを記載） 改 修 内 容

□内窓設置（  箇所）

□外窓交換（ 箇所）

□ガラス交換（  枚）

外壁，屋根，天井又は床の断熱改修

要件確認 □

外気又は地面に面する外壁，屋根，天井又は床の部位全体に断熱材を用いる

工事です。工事に使用する断熱材は，熱伝導率[W/(m･K)]が 0.052 以下のノン

フロン製品です。

室名（改修部分すべてを記載） 改修内容

※全体的に行う場合「全体」と記載

□外壁  □屋根

□天井  □床

暖房機器設置工事

要件確認 □ 新たに固定式の暖房機器を設置する工事です。

改修内容 □浴室（  箇所） □脱衣室（ 箇所） 



２０２０．７版 

別記様式第１号（第四面）（第６条関係）

基本工事・プラス工事に係る仕様書 

＜子育て対応リフォーム工事＞

子育て対応リフォーム工事

要件の確認 □
主に中学生以下の子どもが使用する室の工事,又は子どもが使用

する部分における子どもの事故を防止する目的の工事です。

室  名 工 事 概 要

Ⅰ

子ども部屋（１）

□増築

□内部改修

床

壁

天井

その他

Ⅰ

子ども部屋（２）

□増築

□内部改修

床

壁

天井

その他

Ⅱ
□子どもの事故防止工事（内容及び理由）

＜居住環境等の維持・向上を図るための住宅リフォーム工事の内容＞

プラス工事

外部工事 種別 工 事 概 要

① 屋根リフォーム

② 外壁リフォーム

③

④

内部工事 室名 改修部位 工 事 概 要

⑤

床

壁

天井

その他

⑥

床

壁

天井

その他

⑦

床

壁

天井

その他



２０２０．７版 

別記様式第１号の２（第６条関係） 

工事見積書の内訳証明書 

    年  月  日

（宛先）新潟市長

（工事業者）住 所

会 社 名

代表者名            ㊞

申請者         様の健幸すまいリフォーム助成事業の申請に係る工事の内容及び工

事費の内訳は，下記のとおりであることを証明します。

工事の内容及び内訳明細表

補助対象経費

基本工事（バリアフリーリフォーム・子育て対応リフォーム・温熱環境改善リフォーム）

工事種別 金額

手すり設置 円

段差解消・スロープ設置 円

床ノンスリップ 円

通路幅・開口幅の改修・建具改修 円

設備機器のバリアフリー化 円

その他のバリアフリーリフォーム工事 円

子ども部屋の増築・子ども部屋の内部改修・子どもの事故防止工事 円

窓の断熱改修工事 円

外壁・屋根・天井・床の断熱改修工事 円

浴室・脱衣室の暖房機器設置工事 円

基本工事 小計（ア） 円

プラス工事（その他のリフォーム工事）

工事種別 金額

屋根改修 円

外壁改修 円

円

円

円

円

円

プラス工事 小計（イ） 円

補助対象経費小計（Ａ）（ア＋イ） 円

補助対象外経費

補助対象外の項目 金額

市の他の助成事業の補助金の交付を受けている又は受ける予定のもの 円

その他 円

補助対象外経費小計（Ｂ） 円

合計（Ａ＋Ｂ） 円

消費税 円

見積額 合計 円



２０２０．７版 

別記様式第２号（第８条関係） 

    年  月  日

         様

新潟市長          

新潟市健幸すまいリフォーム助成事業 

補助金交付（不交付）決定通知書 

    年  月  日付で申請のあった健幸すまいリフォーム助成事業補助金について，次の

とおり交付（不交付）を決定したので通知します。

記

１．交付決定の内容（不交付決定の場合はその理由）

工 事 場 所

世 帯 種 別 □子育て世帯   □高齢者世帯   □一般世帯

補 助 対 象 経 費                       円

交 付 決 定 額

（不交付の理由）
                      円

２．交付条件

（１）工事が完了した後速やかに実績報告書を提出すること。

（２）上記交付決定額は申請段階における見込み金額であり，交付する補助金額については交付決定額

の範囲内において，実績報告を受けて確定するものとする。

（３）補助事業を廃止しようとするときは，市長に廃止承認申請書を提出すること。

（４）上記のほか，要綱の規定に違反しないこと。



２０２０．７版 

別記様式第３号（第９条関係） 

    年  月  日

（宛先）新潟市長

（申請者） 〒

住 所                    

ふりがな                    

氏 名                ㊞   

電話番号                    

新潟市健幸すまいリフォーム助成事業 

廃止承認申請書 

    年  月  日付   第     号の で交付決定のあった健幸すまいリフォー

ム助成事業について，次のとおり補助事業を廃止したいので申請します。なお，本申請書に記載の

事項は事実に相違ありません。

１．工事場所

新潟市  区                    

２．廃止の理由



２０２０．７版 

別記様式第４号（第９条関係） 

    年  月  日

         様

新潟市長         

新潟市健幸すまいリフォーム助成事業 

廃止承認・交付決定取消通知書 

    年  月  日付で申請のあった健幸すまいリフォーム助成事業の廃止の承認につい

て，その廃止を承認し，次のとおり補助金の交付の決定を取り消したので通知します。

記

１．補助金の交付決定の取り消し

交付決定日及び番号    年   月   日付け    第     号の

工 事 場 所

補 助 対 象 経 費                       円

交 付 決 定 額                       円

交付決定取消額                       円



２０２０．７版 

別記様式第５号（第一面）（第１０条関係） 

    年  月  日

（宛先）新潟市長

新潟市健幸すまいリフォーム助成事業 

実績報告書 

    年  月  日付   第     号の で交付決定のあった健幸すまいリフォー

ム助成事業補助金について，補助事業が完了したので次のとおり報告します。なお，本報告書及び

添付書類に記載の事項は事実に相違ありません。

項 目

交付決定額 ０ ０ ０ 円 交付決定通知書に記載の額

補助対象経費

（Ａ）
円

交付申請時から補助対象経費または総額に変

更がある場合，内訳証明書を再添付

交 付 算 定 額 ０ ０ ０ 円
交付決定額または，変更後の

補助対象経費（Ａ）÷10（千円未満切り捨て）

のいずれか小さい額を記載

着 手 年 月 日     年   月   日

完 了 年 月 日     年   月   日
（工事完了日または支払完了日のいずれか遅

い日）

補助金の交付先

（振込先）

金融機関名

□銀  行

□信用組合

□信用金庫 支店

預金種類・口座番

号

□普通

□当座
第 号

（右詰めで記入）

フリガナ

名 義 人

※振込先の名義人は原則として，申請者と同一としてください。

（申請者）

住  所

〒

ふ り が な

㊞
氏  名

電話番号



２０２０．７版 

別記様式第６号（第１１条関係） 

    年  月  日

         様

新潟市長         

新潟市健幸すまいリフォーム助成事業 

補助金確定通知書 

    年  月  日付で実績報告のあった健幸すまいリフォーム助成事業補助金について，

次のとおり確定したので通知します。

記

工 事 場 所

世 帯 種 別 □子育て世帯  □高齢者世帯  □一般世帯

交 付 決 定 額                       円

確 定 額                       円



２０２０．７版 

別記様式第７号（第１２条関係） 

    年  月  日

         様

新潟市長         

新潟市健幸すまいリフォーム助成事業 

補助金交付決定取消通知書 

    年  月  日付   第     号の で交付決定した健幸すまいリフォーム助

成事業の補助金について，次のとおり交付決定を取り消したので通知します。

記

１．取消の内容

工 事 場 所

交 付 決 定 額                       円

交付決定取消額                       円

２．取消の理由



２０２０．７版 

別記様式第８号（第１３条関係） 

    年  月  日

         様

新潟市長         

新潟市健幸すまいリフォーム助成事業 

補助金返還命令書 

    年  月  日付   第     号の で交付決定を取り消した健幸すまいリフォ

ーム助成事業補助金について，次のとおり返還を命じる。

記

１．返還額

２．返還期限

３．返還理由


